
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｆ１－１ 教習具 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ１－１ 全 教習具 

   

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｅ２－３００ 娯楽機械 

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

音階教習器   

   

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

教習のための用具。 

なお、その本来の目的にも使えるもの及び実物の模擬的訓練具を除く。 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

・学習用具を除く（Ｆ１－２台）。 

・楽器練習具を除く（Ｅ４－１０）。例えば、「練習用鍵盤」や「楽音調律器」のように、実際の楽器を演奏する

動作又は準じた動作を必要とするもの、及び楽器演奏時の補助を行うものを除く。 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

Ｆ1-10 登録 790960 

「音階学習具」 

 


